
相
続
手
続
を
応
援
し
ま
す
！

「
法
定
相
続
情
報
証
明
制
度
」

　

平
成
29
年
５
月
29
日
か
ら
、
全
国
の

法
務
局
で「
法
定
相
続
情
報
証
明
制
度
」

を
開
始
し
ま
し
た
。
こ
の
制
度
は
、
法

定
相
続
人
が
誰
で
あ
る
の
か
を
登
記
官

が
証
明
す
る
制
度
で
す
。

　

相
続
手
続
で
は
、
お
亡
く
な
り
に
な

ら
れ
た
方
の
戸
籍
謄
本
等
の
束
を
、
相

続
手
続
を
取
り
扱
う
各
種
窓
口
に
何
度

も
出
し
直
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

法
定
相
続
情
報
証
明
制
度
は
、
登
記

所（
法
務
局
）
に
戸
籍
謄
本
等
の
束
と

相
続
関
係
を
一
覧
に
表
し
た
図（
法
定

相
続
情
報
一
覧
図
）
を
提
出
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
、
登
記
官
が
審
査
し
て
そ
の

一
覧
図
に
認
証
文
を
付
し
た
写
し
を

「
無
料
」で
必
要
な
通
数
を
交
付
す
る
制

度
で
す
。

　

こ
の
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

を
御
利
用
い
た
だ
く
こ
と
で
、
相
続
に

関
す
る
各
種
手
続
に
戸
籍
謄
本
等
の
束

を
何
度
も
出
し
直
す
必
要
が
な
く
な

り
、
預
貯
金
の
払
戻
し
、
相
続
税
の
申

告
、
年
金
等
手
続
等
、
各
種
相
続
手
続

に
か
か
る
負
担
が
少
な
く
な
り
ま
す
の

で
、
御
利
用
く
だ
さ
い
。

　

制
度
の
詳
細
は
、
法
務
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
鹿
児
島
地
方
法
務
局　

曽
於
出
張
所

　

☎
０
９
９
‐
４
８
２
‐
０
０
４
７

※
登
記
手
続
案
内
は
予
約
制
で
す
。

「
介
護
職
員
養
成
科
Ｋ
③

（
託
児
付
き
）」
の
訓
練
受

講
生

【
訓
練
会
場
】

　

大
隅
地
域
福
祉
事
業
所
ゆ
ら
お
う

　
（
鹿
屋
市
新
生
町
20
‐
5
）

【
訓
練
期
間
】

　

２
月
25
日（
木
）
〜
５
月
24
日（
月
）

　
（
３
ヶ
月
間
）

【
受
講
時
間
】

　

９
時
〜
16
時

【
対
象
者
】

　

再
就
職
を
目
指
す
人

【
内
容
】

　

介
護
職
員
初
任
者
研
修
修
了
課
程
の

資
格
取
得
等
と
就
職
支
援

【
受
講
料
】

　

無
料（
テ
キ
ス
ト
代
等
は
自
己
負
担
）

【
募
集
期
間
】

　

令
和
２
年
12
月
22
日（
火
）
〜

　
　
　
　
　

令
和
３
年
２
月
９
日（
火
）

【
定
員
】

20
名

【
選
考
試
験
】

　

令
和
３
年
２
月
17
日（
水
）

　

応
募
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、
お
問
合

せ
く
だ
さ
い
。

問
鹿
屋
公
共
職
業
安
定
所

　

☎
０
９
９
４
‐
４
２
‐
４
１
３
５

第
15
回
鹿
児
島
県
障
害
者

ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
開
催
に

つ
い
て

【
大
会
期
日
】

　

５
月
16
日（
日
）、
23
日（
日
）

※
開
会
式
は
な
し

【
大
会
会
場
】

　

白
波
ス
タ
ジ
ア
ム

　
（
県
立
鴨
池
陸
上
競
技
場
）ほ
か

【
競
技
種
目
】

　

陸
上
・
水
泳
・
卓
球
・
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
・

ボ
ウ
リ
ン
グ
・
フ
ラ
イ
ン
グ
デ
ィ
ス
ク
・

ボ
ッ
チ
ャ
（
障
害
区
分
で
出
場
種
目
に

制
限
が
あ
り
ま
す
）

【
選
手
資
格
】

　

大
会
に
参
加
で
き
る
選
手
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
13
歳
以

上
の
者（
４
月
１
日
現
在
）

①
身
体
障
害
者
は
、
身
体
障
害
者
手
帳

の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

知
的
障
害
者
は
、
療
育
手
帳
の
交
付

を
受
け
て
い
る
者
。
ま
た
は
、
そ
の

取
得
の
対
象
に
準
ず
る
程
度
の
障
害

の
あ
る
者

精
神
障
害
者
は
、
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
。

ま
た
は
、
自
立
支
援
医
療（
精
神
通

院
）
受
給
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い

る
者

②
鹿
児
島
県
内
に
現
住
所（
住
民
票
）

を
有
す
る
者（
４
月
１
日
現
在
）

ま
た
は
、
県
外
に
現
住
所
を
有
す
る

者
で
、
県
内
の
施
設
や
学
校
等
に
入

お知
らせ

お知
らせ

お知
らせ

お知
らせ 所

お
よ
び
通
所
並
び
に
通
学
し
て
い

る
者

③
大
会
出
場
の
参
加
申
込
書
を
期
限
ま

で
に
窓
口
へ
提
出
し
た
者

④
大
会
当
日
に「
体
調
管
理
表
」
を
提

出
し
、
出
場
が
認
め
ら
れ
た
者

⑤
大
会
参
加
前
に
、
競
技
出
場
に
つ
い

て
医
師
の
診
断
を
受
け
、
出
場
可
能

と
認
め
ら
れ
た
者

【
申
込
先
】

　

役
場　

保
健
福
祉
課　

障
害
福
祉
係

※
身
体
障
害
者
手
帳
等
を
お
持
ち
く
だ

さ
い
。

【
申
込
期
限
】

　

２
月
３
日（
水
）必
着　

※
期
限
後
の
追
加
申
込
み
は
原
則
と

し
て
受
け
付
け
ら
れ
な
い
た
め
、
ご

留
意
く
だ
さ
い
。

問
鹿
児
島
県
障
害
者
自
立
交
流
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
９
９
‐
２
１
８
‐
４
３
３
３

１
１
０
番
の
適
正
利
用

を
お
願
い
し
ま
す

志
布
志
警
察
署
か
ら
の
お
願
い
で

す
。

　

１
月
10
日
は「
１
１
０
番
の
日
」
と

し
て
１
１
０
番
通
報
の
適
正
利
用
に

つ
い
て
広
報
し
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん

１
１
０
番
は
緊
急
の
た
め
の
電
話
で

す
。
困
り
ご
と
の
相
談
や
拾
得
物
の
こ

と
で
１
１
０
番
通
報
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

１
１
０
番
通
報
が
重
な
る
と
本
当
に

困
っ
て
い
る
方
の
通
報
を
受
理
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

１
１
０
番
の
適
正
利
用
を
お
願
い
し

ま
す
。

　

事
件
・
事
故
を
早
期
に
解
決
す
る
た

め
に
は
、
皆
さ
ん
か
ら
の
正
確
な
通
報

が
必
要
で
す
。

　

０　

冷
静
に

　

１　

急
が
ず
慌
て
ず

　

１　

い
ち
早
く

　

１
１
０
番
通
報
時
は
落
ち
着
い
て
、

警
察
官
の
質
問
に
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　

緊
急
で
な
い
相
談
ご
と
や
問
合
せ
な

ど
は
最
寄
り
の
警
察
署
も
し
く
は「
♯

９
１
１
０
」を
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

問
志
布
志
警
察
署　

地
域
課

　

☎
０
９
９
‐
４
７
２
‐
０
１
１
０
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